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Ⅰ はじめに 

京都市医療施設審議会は、令和７年１１月１７日に市長から諮問を受けた、

京北病院が果たす機能の在り方検討について答申します。 

京都市立京北病院は、京北地域の唯一の病院として昭和３３年に開設され、

地域の医療拠点としての役割を担ってきました。病院運営は、平成２３年に地

方独立行政法人京都市立病院機構へと移行され、新たに介護老人保健施設、通

所リハビリ施設を開設するなど、高齢化をはじめとする地域のニーズに応じた

事業を展開してきました。 

人口減少や高齢化が進展する中、自然、歴史、文化、温かい地域コミュニテ

ィなど数多くの魅力を有する京北地域において、今後の地域活性化に向けた取

組を進めていくうえでも、京北病院は地域に不可欠な社会資源です。 

一方、京北病院の建物は築４０年以上が経過しており、老朽化が進んでいる

こと、京北地域の高齢化や人口減少に伴い患者数が減少し、安定的な経営が困

難になっていること等が課題となっています。 

このような中、地方独立行政法人京都市立病院機構第４期中期目標・中期計

画に「京北病院が果たす機能の在り方の検討」が掲げられ、令和６年５月に設

置された地元関係者や医療・介護関係者、学識者等からなる「京北病院が果た

す機能の在り方検討会」において在り方方針案が取りまとめられました。京都

市医療施設審議会はこの在り方方針案をもとに、慎重に審議を行いました。 

一体的に運営している京都市立病院においても厳しい経営状況にあり、現在

抜本的な改革が進められていると承知していますが、こうした状況下において

も、京北病院が京北地域の医療拠点として必要な機能を確保し、将来にわたっ

て安心・安全な医療を提供できるよう、本答申の内容を踏まえながら取り組ん

でいただくようお願いします。 
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Ⅱ 現状と課題 

１ 京北地域の現状と課題 

（１）将来推計 

 令和７年現在の京北地域の人口推計の概略は以下の通りである。 

京北地域の総人口はこのままでいくと今後も減少が続き、令和 27 年時点で令和 2

年の約半数となる見込みである。また、65 歳以上高齢化率は令和 2 年時点で

45.4％と、京都市全体や京都府、全国と比較しても高齢化が進展している地域であ

り、令和 12 年には高齢化率が 50％を超える見込みである。なお、75 歳以上高齢者

人口においても令和７年をピークに、今後減少していく見込みである。 

  
注）「住民基本台帳の人口詳細データ」を元に京北地域の将来人口を算出。 

（出典) 京都市統計ポータル「住民基本台帳の人口詳細データ」 

     

 京北地域の患者数は人口減少に伴い減少し、入院患者数は約 32.1%減少（令和 27

年/令和 2 年比）、外来患者数は約 43.6%減少（同）する見込みである。 

   

   注) 図２及び３の入院・外来患者数の将来推計は、京北地域の将来推計人口に受

療率（厚生労働省「平成 29 年患者調査・京都府」）を掛け合わせて算出。 
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（２）京北在住患者の受診動向 

 京北地域での外来完結率注は 41.0%であり、外来患者の約 6 割が京北地域以外の医

療機関で受診（流出）している。なお、京北病院を受診した外来患者は 32.7%であ

る。京北地域は南丹市（南丹医療圏）と隣接することから、京都・乙訓医療圏以外の

医療機関にも約 23%が受診している。 

 京北地域（京北病院）での入院完結率は 22.1%であり、入院患者の 77.9%が京北

地域以外の医療機関に入院（流出）している。外来と同様、京都・乙訓医療圏以外の

医療機関にも約 12.3%が入院している。 

 

注) 京北地域在住の外来患者のうち、京北地域の医療機関を受診した患者の割合 

 

表１＜京北地域在住患者の地域別医療機関受診者数＞ 

医療機関 

所在地 
京北地域 京都・乙訓医療圏 

その他地域 総合計 
京北病院 

 京都市立 

病院 

（京北地域 

を除く） 

外来合計 

（割合） 

13,549 人 

（32.7%） 

16,987 人 

（41.0%） 

1,638 人 

（3.9%） 

14,958 人 

（36.0%） 

9,532 人 

（23.0%） 
41,477 人  

入院合計 

（割合） 

5,019 人 

（22.1%） 

5,019 人 

（22.1%） 

1,763 人 

（7.8%） 

14,883 人 

（65.6%） 

2,795 人 

（12.3%） 
22,697 人 

（出典）京都府国民健康保険団体連合会「国民健康保険レセプトデータ 京北地域（令和 4 年

分）」及び京都府後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療レセプトデータ 京北地域（令和

4 年分）」 
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２ 京北病院の現状と課題 

 

（１）外来患者数の推移 

外来患者数は減少しており、令和元年と令和６年を比較すると延べ約６,000 人

（２３.８％）減少している。 

 

注) 平成 17 年：京北町が京都市に編入、平成 23 年：地方独立行政法人化 

（出典）京北病院提供データ 

 

 

（２）外来患者数の将来推計 

1 日あたり外来患者数は、令和７年から令和 27 年までの間に 3４人（40.5%）減

少すると推測される。 

 

注) 外来患者数の推計は、京北地域の将来推計人口に受療率（厚生労働省「平成 

29 年患者調査・京都府」）を掛け合わせて算出 

     （出典）京北病院提供データ  
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（３）入院患者数の推移 

入院患者数は減少しており、令和元年と令和６年を比較すると延べ約２,000 人

（２５.３%）減少している。 

 

注) 平成 17 年：46 床（一般病床のみ）、平成 23 年：38 床（一般病床のみ）、 

平成 30 年以降：38 床（一般病床 28 床＋地域包括ケア病床 10 床） 

     （出典）京北病院提供データ 

 

 

（４）入院患者数の将来推計 

京北地域の入院患者のうち、京北病院で対応可能な患者数（軽・中等症の患者や回

復期の患者）注１)は毎年減少し、令和 12 年には 32.2 人/日、令和 27 年には 24.7

人/日になると想定される。 

 

注１） 脱水・尿路感染・骨折等の高齢に伴う疾患、脳梗塞・糖尿病等で重症でない患者 

注２）入院患者数の推計は、京北地域の将来推計人口に受療率（厚生労働省「平成 

29 年患者調査・京都府」）を掛け合わせて算出 

（出典）京都市統計ポータル「住民基本台帳の人口詳細データ」「国保レセプトデータ」 

注２） 
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（５）病床利用率 

 病床利用率は毎年低下しており、令和元年と令和６年を比較すると１５.５ポイント

減少している。 

 

（出典）京北病院提供データ 

 

 

（６）救急搬送受入状況 

救急車による搬送受入件数は減少しており、令和元年と令和６年を比較すると６３

件（3３.5%）減少している。 

 

（出典）京北病院提供データ 
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（７）訪問診療・往診 

訪問診療及び往診の件数は減少しており、令和元年と令和６年を比較すると訪問診

療は４７.９％減少、往診は８５.６％減少している。 

 

（出典）京北病院提供データ 

 

 

（８）訪問看護 

訪問看護の件数は減少しており、令和元年と令和６年を比較すると７.２％減少して

いる。 

 

（出典）京北病院提供データ 
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（９）通所リハビリテーション 

通所リハビリテーション（5～6 時間の利用）の件数は、令和６年に減少している

ものの、平成 30 年以降令和５年までは変動していない。短時間通所リハビリテーシ

ョン注（1～2 時間の利用）の件数は増加している。 

全体としては、令和元年と令和６年を比較すると１４.５%増加している。 
注入浴や食事はなく、リハビリテーションのみを実施 

 

（出典）京北病院提供データ 

 

 

（１０）南丹市、京都市北部地域からの患者数 

令和 4 年の実績では、京北病院の外来患者のうち、南丹市及び京都市北部地域の住

民は全体の約 12.6%であり、そのうち美山地域の患者が約 73.2％を占めている。 

令和 4 年の実績では、京北病院の入院患者のうち、南丹市及び京都市北部地域の住

民は全体の約 3.8%であり、そのうち美山地域の患者が約 69.2％を占めている。 

   

（出典）図１３及び１４は令和 4 年診療報酬請求 DPC データ（外来 EF ファイル、入院 EF

ファイル）  
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（１１）職員数 

  表２＜職員数（令和７年４月１日現在）＞ 

職種 
職員数 

（常勤換算） 
職種 

職員数 
（常勤換算） 

医師 
2 

（8.9）注 
診療放射線技師 1 

看護師 32 臨床検査技師 1 

准看護師 1 理学療法士 3 

看護助手 1 作業療法士 1 

薬剤師 2 管理栄養士 1 

事務職員 5 合計 50 

注) 常勤換算医師数には、専攻医１名と研修医２名、京都市立病院や他病院からの  

派遣医師を含む。 

（出典）京北病院提供データ 

 

（１２）京北病院収支 

平成 30 年、令和 2 年、令和 5 年、令和６年の各年度の収支は以下の通り。収入よ

りも支出が大きくなっている。  

表３＜京北病院収支＞ 

 

注 1）運営費負担金※や国、自治体からの補助金を除く。 

   ※事業の経費は原則として経営に伴う収入を充てなければならないが、へき地医療、救

急医療等その性質上経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費や、客観的

に困難であると認められる経費は、地方独立行政法人制度に基づき、運営費負担金とし

て設立団体である京都市が負担する。 

注 2）診療所収益を除く。 

注 3）その他収入：室料差額収益、保健予防活動収益、営業外収益等 

注４） その他支出：経費、研究研修費、減価償却費、営業外費用等 

（出典）京北病院提供データ 

表４＜運営費負担金の推移（単位：千円）＞  

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 ５年度 ６年度 7 年度（予算） 

200,718 205,488 205,280 288,514 281,607 248,376 179,293 189,899 

注) 令和３年度、４年度はコロナ臨時交付金含む。 
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（１３）建物の状況 

外来診療棟（昭和５６年築）、病棟（平成６年築）は、建物の経年劣化に加え、以前

から増改築や改修が繰り返されてきたため、建物のつなぎ目等から雨漏りが発生して

いる。天井や壁面にも多数の染みがある。そのため、建替え又は大幅な改修を含めた

検討も必要な状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （出典）図１５及び図１６は、京北病院撮影 

 

表 5＜改築の状況＞ 

 
面積 内容 

診療棟 1,681 ㎡ 
昭和 56 年全面改築（平成 6 年改築工事）  

築 44 年 

病棟 2,746 ㎡ 
平成 6 年全面改築（平成 11 年療養型病床群整備）  

築 31 年 

厨房棟 101 ㎡ 平成 6 年全面改築   築 31 年 

（出典）京北病院提供データ 

 

 

  

図 15 雨漏り写真 図 16 雨漏り写真 



 

11 
 

３ 診療所 

 

（１）京北地域の診療所 

 京北地域の診療所は 5 つあり、その内 4 つは京都市立病院機構が運営している。 

  表６＜京北地域の診療所＞ 

 

注) 京都市立病院機構が運営 

 （出典）近畿厚生局「保険医療機関・保険薬局の指定一覧（京都府・医科）」 

 

 

（２）診療所の基本情報 

  表７＜基本情報＞ 

  

（出典）京北病院提供データ 
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（３）診療所の患者数 

京北地域の人口減少以上に、診療所の患者数が減少している。近年ではコロナ禍等

も患者数減少の一因と考えられる。 

 

（出典）京北病院提供データ 

 

 

（４）診療所の利用状況 

令和６年の各診療所の受診状況は以下の通り。週 1 回実施している診療所は 1 日平

均の受診者数が１～３人である。 

 表８＜診療所の利用状況＞ 

診療所名 
黒田診療所 

（毎週金曜日） 
宇津診療所 

（毎週火曜日） 
細野診療所 

（毎月木曜日） 
山国診療所 

（毎週水曜日） 

実受診者数 
（1 か月） 

6～10 人 4～7 人 6～７人 8～10 人 

実受診者数 
（1 日平均） 

2～3 人 1～2 人 6～７人 2～3 人 

実患者数 13 人 9 人 12 人 15 人 

（出典）京北病院提供データ 
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（５）診療所・京北病院の双方を受診している患者 

過去 1 年間において、診療所を受診している患者の約８割（51 人中 42 人）が、京

北病院も受診している。 

 

（出典）京北病院提供データ、「令和 5 年診療報酬請求 DPC データ（外来 EF ファイル）」 

 

 

（６）診療所の収入 

平成 30 年、令和 2 年、令和 5 年、令和６年の各年度の収入は以下の通り。患者数

減少に伴い、令和６年度の診療収益は令和 2 年度の５４.３%まで減少している。 

表９＜診療所の収入＞ 

 

注) 京都府のへき地診療所運営費補助金。 

令和５年度及び 6 年度は、京都府医療機関等物価高騰対策事業交付含む（令和５年

度：766,480 円、令和６年度：60,000 円） 

（出典）京北病院提供データ 
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４ 介護老人保健施設（老健） 

 

（１）京北地域の介護施設 

 京北地域の介護施設は６つあり、その内１つは京都市立病院機構が運営している。 

 

表１０＜京北地域の介護施設一覧＞ 

 
 

注) 京都市立病院機構が運営 

（出典）京都市提供データ 

 

 

（２）京都市京北介護老人保健施設の基本情報 

 介護療養型介護老人保健施設は、看取りケアが可能であることから長期入所が事実上

可能であり、特養と機能が類似している。 

  表１１＜基本情報＞ 

 

（出典）京北病院提供データ 
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（３）京都市京北介護老人保健施設の利用者数 

 ①京北地域の人口減少、②京北病院から移行する利用者の減少、③コロナ禍の利用

人数の制限、等の理由により利用率が低下していると推察される。 

 
（出典）京北病院提供データ 

 

 

（４）京都市京北介護老人保健施設の収支 

平成 30 年、令和 2 年、令和 5 年、令和６年の各年度の収支は以下の通り。収入よ

りも支出が大きくなっている。 

表１２＜老健の収支＞ 

 
注）その他支出：経費、研究研修費、減価償却費、営業外費用等 

（出典）京北病院提供データ 
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Ⅲ 基本的な在り方 

 

 

 

＜在り方検討の目的＞ 

 京北地域における人口減少や高齢化、地域の福祉・介護・医療サービスの

需給等の状況を踏まえ、京北病院が将来にわたって安心・安全な医療を提供

できるよう、機能の在り方を検討する。 

 新たな地域医療構想の下、医療・介護の複合ニーズ等に対応し、誰もが住

み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、京北地域の介護福祉施設

等と連携し、地域全体で医療・介護・福祉を支えていく。 

＜基本的な在り方＞ 

① 京北地域における京北病院の役割 

 ・ 身近なかかりつけ医として相談・受診できること、救急医療を含む高

度な医療を受けられること、様々な役割があるが、地域の医療需給バラ

ンスや働き手不足が課題となることから、すべての医療機能を持つこと

は困難である。 

 ・ その中でも高齢化が進む京北地域においては、回復期的な役割も担う

地域急性期機能、地域唯一の病院として救急機能といった役割が特に求められる。  

② 京北地域における医療の確保と持続可能な運営 

・ 不採算であっても地域に必要な医療を持続的に提供していくため、外

来、入院、救急機能、在宅医療は継続し、医療に特化する必要がある。 

・ 京都市においては引き続き、地方独立行政法人制度に基づき、運営費

負担金を交付することが求められる。 

・ 将来にわたって安心・安全な医療を提供し続けていくために、限られ

た医療資源を有効活用しながら、２年に一度改定される診療報酬や、２

０４０年頃を見据えて取組が進められる新たな地域医療構想の理念等を

踏まえつつ、人口減少、高齢化等のニーズに対応していく必要がある。 

・ 京都市立病院機構として、市立病院との一体運営のメリットを活かす

とともに、地域の協力を求めながら、地元の方の積極的な採用等、京北

病院の主体的かつ柔軟で持続性を高める運営の取組が求められる。 

③ 京北地域にある福祉・介護・医療サービスとの連携、役割分担 

 ・ 人口減少や高齢化が進む京北地域において、地域の介護施設や福祉サ

ービス等と適切に連携・役割分担し、地域全体で医療・介護・福祉を支

える必要がある。 

京北地域への安心・安全な医療の提供 

と 

京北病院の持続可能な運営 
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（出典）京都市作成  
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Ⅳ 機能の在り方 

１ 京北病院の機能 

（１）入院 

 

・ 京北地域唯一の病院として、入院診療機能を維持 

 

○ 京北地域唯一の病床を有する医療機関として、入院診療の役割は大き

く、継続することが必要である。 

○ 今後も京北病院で対応可能な患者数は一定見込めるため、当面は現状の

病床数を維持することが適当である。なお、病床数は利用実態やニーズの

ほか、２年に一度改定される診療報酬改定や、２０４０年頃を見据えて取

組が進められる新たな地域医療構想の理念等、その時々の状況を踏まえ対

応する必要がある。 

○ 介護施設の利用者や訪問診療・訪問看護の患者が急変した際の入院対応

の必要性、効率的な運営の視点、地域の高齢化等を踏まえ、病床機能をす

べて地域急性期注 1)(地域包括ケア病棟)に転換することが適当である。 

 注 1) 地域急性期：回復期的な機能も含めて幅広く担っていく急性期病床。 

○ 京北病院の機能や魅力を積極的に地域に発信していくことが求められる。  

○ 周辺地域（京都市北部地域、美山地域、日吉地域）からの需要も想定さ

れるため、積極的な受入等の対応について検討する必要がある。 

 

（２）外来 

 

・ 現状の外来診療をベースに、柔軟に対応 

 

○ 現状の外来体制を維持できるよう医師等の職員の確保が求められる。 

○ 令和６年にもの忘れ外来を開始されたように、地域のニーズや医療従事

者の確保等に応じて、診療科構成について柔軟に対応し続けることが求め

られる。 

○ 京北地域唯一の病院として救急受入は重要な役割であり、一次～二次救

急への対応や適切な医療機関への救急搬送等、京北地域で発生する救急に

対応するため、現行の救急機能の維持が求められる。 

○ 周辺地域（京都市北部地域、美山地域、日吉地域）からの需要も想定さ

れるため、積極的な受入等の対応について検討する必要がある。 
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（３）訪問診療・訪問看護 

 

・ 京北地域のニーズに応えるため、訪問診療及び訪問看護を継続 

 

○ 通院の困難な患者の需要に応えるだけでなく、在宅医療や地域包括ケア

システムを整備する視点からも、訪問診療や訪問看護の継続が求められ

る。 

○ 在宅療養支援病院としての役割を果たすため、24 時間往診や 24 時間

訪問看護を提供できるよう、現行体制の維持が求められる。 

 

（４）診療所 

 

・ 通院手段や訪問診療等を確保し、京北病院に診療機能を集約化 

 

○ ４つの診療所（黒田、山国、細野、宇津）を廃止し、医療設備が整った

京北病院に診療機能を集約することで、さらに良質かつ最適な医療を提供

できる。 

○ 個々の患者の状況を踏まえ、患者送迎や訪問診療の充実、オンライン診

療の活用等が求められる。 

 

 

 

オンライン診療 

○ 対面診療と比較した時に得られる情報量、薬の処方や受取り、通信環境

等の課題はある一方、地域医療を維持・継続するためにも、訪問診療・訪

問看護にオンライン診療を併用する等、限られた資源を有効に活用し、コ

ストが過度な負担とならないよう、効率的で効果的な実施方法を検討する

ことが求められる。 

○ 自身で端末操作が困難な患者には、看護師等が操作補助を行える体制の

構築が必要となる。 

○ オンライン診療は、京北地域のニーズや円滑な地域医療の提供に向け

て、試行的な実施が求められるため、地方独立行政法人京都市立病院機構

第５期中期目標の策定前から検討していく必要がある。 

 

 

 

 将来の医療提供体制に向けての取組 
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（５）京都市京北介護老人保健施設 

 

・ 医療機能に特化し、地域の介護施設との連携を強化 

 

○ 地域の特性上、人員の確保が困難であること、地域内に特養等の介護施

設が 5 施設（老健除く）あること、現在の老健は特養等の他の入所施設と

役割が重なる部分が多いことから、地域の介護施設等と連携・適切な役割

分担の下、老健は廃止する。京北病院は救急・回復・リハビリへの対応

等、医療に特化し、地域急性期機能を充実させることが適当である。 

○ その際は、入所者の状況や老健の職員の処遇等を考慮し、丁寧な進め方

が求められるため、地方独立行政法人京都市立病院機構第５期中期目標の

策定前から、地域の介護施設等と協議していく必要がある。 

○ 緊急時の対応等のため、病院と特養との連携強化が求められる。 

○ 医療的ケア（胃ろう、喀痰・吸引等）が必要となる入所者の対応を個別

に検討する。 

 

（６）通所リハビリテーション 

 

・ 住み慣れた京北地域での生活を支援 

 

 ○ 利用者数が安定しており、ニーズがあることや、京北地域で中心的な役

割を担っていることに加え、高齢者が住み慣れた京北地域で安心して生活

を送るためにも、通所リハビリテーションは、引き続き実施していくこと

が求められる。 
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２ 運営・経営 

 

（１）医療従事者等の確保 

 

・ 京都市立病院、その他医療機関からの人材の確保 

 

○ 市立病院との一体運営であるメリットを活かし、市立病院からの人材派

遣や交流、職場環境の整備等による柔軟な人材確保が必要。 

○ 医師は、市立病院との一体運営を中心に、その他の医療機関との連携も

活用しつつ確保し、京北地域に求められる幅広い疾病に総合的に対応して

いくことが求められる。 

○ 地域の協力を求めながら、地元の方の積極的な採用等を京北病院が主体

的に行うなど、京北病院で医療資源を柔軟に確保できる体制の構築が求め

られる。 

 

（２）安定的な運営・経営 

 

・ 医療提供体制維持のための安定的な運営・経営 

 

○ 医療提供体制の維持には、医療人材や施設、財源など限られた医療資源

を効率的かつ効果的に活用しながら、人口減少や高齢化等の外部環境に的

確に対応していくことが必要となる。 

○ 重篤な患者は市立病院に移送できる等、市立病院との一体的運営のメリ

ットを活かす。 

 

（３）地域との連携 

 

・ 地域の介護施設と連携し、高齢者を地域全体で支える 

 

○ 京北病院に安心して通院できるよう、地域における取組と連携すること

が望まれる。 

○ 住民に対して、安心・安全な医療や介護を京北地域全体で提供できるよ

う、地域の介護事業者や福祉団体等との連携強化が求められる。 

○ 京北病院が地域住民に対してどのような役割を持ち、どのように生活の

安心に寄与しているのか、積極的に情報発信していく必要がある。 
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（４）施設 

・ 京北地域の医療拠点であることを踏まえた施設づくり 

 

○ 入院や通院、在宅医療をはじめ、京北地域の施設等と緊密に連携する地

域唯一の医療拠点であることに加え、災害時に果たす役割を踏まえた施設

づくりが求められる。 

○ 老朽化等を踏まえ、再整備も並行して検討する必要がある。なお、病床

数について、当面は維持するが、再整備に当たっては、再整備時の人口、

利用者数、またその見込みも踏まえたものとする必要がある。 

 

（５）機能の在り方を踏まえた収支の試算 

 京北病院の機能の在り方（全 38 床を地域急性期病床に転換、診療所及び老

健を廃止した場合）の収支は、以下の通り。 

 ただし、運営費負担金は含まない（p.9 表 4 参照）。京都市においては引き

続き、地方独立行政法人制度に基づき、運営費負担金の交付が求められる。 

    表１３＜収支の試算（運営費負担金除く）＞注１）

 
注 1）京北病院提供データを用いて推計(訪問診療収益は外来収益に含む)。各データは令和

5 年度の実績。 

注２）総務省「令和 4 年度病院経営比較表（独立行政法人）」一般病床の全国平均値。 

   京北病院の病床利用率の推移は p.６参照。京北地域唯一の病院として、医療需要に応

じて対応していく必要がある。 

注３）令和 4 年訪問看護利用者の半数（62 人）がオンライン診療を併用した場合、 

1,626,000 円の収益。 

注４）その他収入：通所リハ収益、室料差額収益、保健予防活動収益、営業外収益等 

注５）その他支出：経費、研究研修費、減価償却費、営業外費用等 
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資料編 

 

１ 京北病院の概要 

 

（１）病院概要 

表１４＜病院概要（令和８年１月現在）＞ 

病院名 京北病院 

住所 京都市右京区京北下中町鳥谷３番地 

病床数 一般病床 3８床 

診療科 

内科〔毎週月～金〕、外科〔毎週月～金〕、整形外科〔毎週火･金〕、小

児科〔毎週月･木〕、眼科〔毎週金〕、泌尿器科〔毎週火〕、皮膚科〔第

1･第 3 木〕、乳腺外科〔偶数月の第 4 木〕、物忘れ外来〔第 2 木･第

4 水〕 

施設基準等 

一般病棟入院基本料（急性期一般入院料６）、機能強化加算、診療録

管理体制加算３、後発医薬品使用体制加算１、データ提出加算、医療

安全対策加算 2、医療安全対策地域連携加算２、救急医療管理加算、

急性期看護補助体制加算 50 対 1、病棟薬剤業務実施加算１、認知症

ケア加算 3、薬剤管理指導料、せん妄ハイリスク患者ケア加算、医療

DX 推進体制整備加算、感染対策向上加算３、運動器リハビリテーシ

ョン料（2）、呼吸器リハビリテーション料（2）、脳血管疾患等リハ

ビリテーション料（３）、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影、ペースメーカー

移植術及びペースメーカー交換術、小児科外来診療料、遠隔画像診断、

がん治療連携指導料、在宅がん医療総合診療料、在宅時医学総合管理

料又は施設入居時等医学総合管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、入

院ベースアップ評価料、外来・在宅ベースアップ評価料（１） 

指定機関等 
保険医療機関、へき地医療拠点病院、救急告示病院、地域包括医療・

ケア認定施設、在宅療養支援病院、京都府在宅療養あんしん病院 等 

（出典）京北病院ホームページ、近畿厚生局ホームページ 

 

  



 

24 
 

（２）沿革 

昭和 16 年 2 月 旧弓削村国保健康保険組合設立 

昭和 24 年 10 月 弓削村国保診療所開設 

昭和 26 年 4 月 宇津診療所開設 

昭和 30 年 3 月 町村合併より京北町国保弓削診療所に改称 

昭和 30 年 5 月 黒田診療所開設 

昭和 32 年 12 月 診療棟、新棟新築工事完成（18 床） 

昭和 33 年 4 月 京北弓削診療所廃止 

昭和 33 年 5 月 
国保健康保険京北病院に昇格、病院事業開始 

診療科目：内科・外科・産婦人科・歯科・放射線科 

昭和 43 年 4 月 国保京北病院事業に地方公営企業法の一部適用 

昭和 43 年 6 月 短期人間ドック開始 

昭和 43 年 12 月 病棟改築工事完成（18 床）第一期分 

昭和 45 年 2 月 病棟改築工事完成（19 床）第二期分 

昭和 48 年 1 月 病棟増築工事（３７床→47 床に増床） 

昭和 50 年 7 月 小児科診療開始 

昭和 51 年 4 月 産婦人科を廃止し、婦人科診療開始 

昭和 52 年 3 月 病棟増築工事完成（４７床→67 床に増床） 

昭和 56 年４月 整形外科・泌尿器科診療開始 

昭和 56 年５月 診療棟全面改築工事完成 

昭和 59 年 3 月 救急告示病院指定 

昭和 62 年１月 全身用コンピュータ断層撮影装置（ＣＴ）導入 

平成６年３月 病棟、厨房全面改築工事完成 

平成６年１０月 診療棟改築工事 

平成 7 年 4 月 眼科診療開始 

平成 10 年 10 月 院内感染防止対策基準実施 

平成 11 年 9 月 訪問看護ステーションを設置 

平成 11 年 10 月 療養型病床群開設、細野診療所開設 

平成 12 年 4 月 療養型病床群（介護型 12 床、医療型 9 床）稼働 

平成 13 年 1 月 山国診療所開設 

平成 15 年９月 全身用コンピュータ断層撮影装置（ＣＴ）更新 

平成 17 年 4 月 京都市へ編入合併により「京都市立京北病院」を開設 

平成 20 年 6 月 一般病床 41 床、療養病床 26 床に変更 

平成 23 年 1 月 
一般病床 38 床、医療療養病床 17 床、介護療養病床 12 床に

変更 

表 1５ 
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平成 23 年 4 月 

「独立行政法人京都市立病院機構」に移行 医療・介護療養病

床 29 床を「京都市京北介護老人保健施設はなふるさと」とし

て開設 

平成 23 年 10 月 
「京都市京北通所リハビリテーション施設はなふるさと」を開

設 

平成 26 年 居宅介護支援事務所を開設 

平成 27 年 在宅療養支援病院として登録 

平成 29 年 4 月 

地域包括ケア病床（10 床）開設 

一般病床 28 床、地域包括ケア病床 10 床、介護老人保健施設

（療養型）29 床 

（出典）京北病院ホームページ 

 

 

（３）外来通院車の経路図 

   図２１＜経路図＞ 

 
（出典）京北病院ホームページ 
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２ 京北病院が果たす機能の在り方検討会 

 

（１）委員名簿 

 

所属等 役職 
氏名 

（五十音順） 
備考 

京都市老人福祉施設協議会  副会長 河本 歩美   

京都私立病院協会 副会長 武田 隆久  

京北自治振興会 会長 田中 章仁  

京北自治振興会  田中 眞理  

右京医師会 顧問 寺村 和久  

龍谷大学政策学部 教授 南島 和久  

京都府医師会 副会長 濱島 高志  

福祉あんしん京北ネットワーク協議

会 
会長 樋口 道隆  

同志社大学大学院総合政策科学研究

科 
教授 山谷 清志 座長 

 

 

（２）開催状況 

開催日 内容 

令和６年 

7 月 19 日（金） 

@京都市役所 
第1回検討委員会 ・京北病院の現状と取り巻く環境 

11 月１日（金） 

＠京都市役所 
第2回検討委員会 

・診療所、オンライン診療、老健 

の在り方 

令和７年 

２月１２日（水） 

@京都市役所 
第3回検討委員会 ・報告書（素案） 

５月２０日（火） 

＠京都市役所 
第4回検討委員会 ・報告書（案） 
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（３）京北病院が果たす機能の在り方検討会開催要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市が定める地方独立行政法人京都市立病院機構（以下「機構」

という。）第４期中期目標及び、機構が定める第４期中期計画に掲げる京都市立京北病

院（以下「京北病院」という。）が果たす機能の在り方を検討するため、京北病院が果

たす機能の在り方検討会（以下「検討会」という。）の開催及び運営に関し必要な事項

を定めるものである。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次の事項について取り扱う。 

⑴ 「京北病院が果たす機能の在り方方針」原案の取りまとめ 

⑵ その他必要な事項 

 

（構成） 

第３条 検討会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が就任を依頼する。 

⑴ 地域医療に関し優れた識見を有する者 

⑵ 病院経営に関し優れた識見を有する者 

⑶ 介護分野に関し優れた識見を有する者 

⑷ 京北地域のまちづくり組織の代表者 

⑸ 京北地域の医療・介護・福祉に関し優れた識見を有する者 

⑹ 学識経験者 

⑺ その他市長が必要と認める者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、就任の日から１年とする。ただし、検討状況によって延長する

場合もある。 

 

（座長） 

第５条 検討会に座長を置く。 

２ 座長は、委員のうちから市長が指名する。 

３ 座長は、検討会の進行を行う。 

４ 座長に事故がある場合に備え、市長はあらかじめ座長の代理者を指名することがで

きる。 

 

（会議） 

第６条 検討会は、市長が招集する。 
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２ 市長は、必要があると認めるときは、第３条各号に掲げる者以外の者を検討会に出

席させ、その意見又は説明を求めることができる。 

３ 検討会は、原則として公開とする。ただし、市長が必要と認める場合は、京都市情

報公開条例に基づき非公開とすることができる。 

 

（事務局） 

第７条 検討会の事務局は、保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課に置く。 

２ 検討会の運営に当たっては、機構と連携する。 

     

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、医療衛生推進室長

が定める。 

 

附則 

この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 
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３ 京都市医療施設審議会 

 

（１）委員名簿 

 

所属等 役職 
氏名 

（五十音順） 
備考 

公認会計士  新納 麻衣子  

京都市地域包括支援センター・在宅

介護支援センター連絡協議会  
副会長 竹田 史門  

京都私立病院協会 会長 武田 隆久  

京都市老人福祉施設協議会 副会長 田中 裕介  

京都府看護協会 会長 豊田 久美子  

龍谷大学政策学部 教授 南島 和久  

京都府医師会 監事 濱島 高志  

同志社大学 名誉教授 山谷 清志 会長 

 

 

 

（２）開催状況 

開催日 内容 

令和７年 
11月17日（月） 

@京都市役所 
第 1 回審議会 

・京北病院が果たす機能の在り方

について 

令和８年 
２月２日（月） 

＠京都市役所 
第 2 回審議会 

・京北病院が果たす機能の在り方

について（答申案） 

 

 

（３）京都市医療施設審議会規則 

昭和 40 年７月 22 日規則第 42 号 

京都市医療施設審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第８条の規定

に基づき、京都市医療施設審議会（以下「審議会」という。）に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

（会長） 
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第２条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理す

る。 

 

（招集及び議事） 

第３条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任

しないときの審議会は、市長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説

明その他の必要な協力を求めることができる。 

 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は、保健福祉局において行う。 

 

（補則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月 31 日規則第 143 号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成 10 年３月 31 日規則第 113 号） 

この規則は、平成 10 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 11 年３月 31 日規則第 118 号） 

この規則は、平成 11 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23 年７月８日規則第 18 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年 11 月 15 日規則第 68 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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（４）諮問書 

保医医 第２２６４号  

令和７年１１月１７日  

 

京都市医療施設審議会 会長 様 

 

京北病院が果たす機能の在り方検討について（諮問） 

 

京都市立京北病院（以下「京北病院」という。）は、京北地域唯一の病院として昭和

３３年に開設し、３８床の入院機能、外来の他、診療所、訪問看護ステーション、介護

老人保健施設、通所リハビリテーションの関連施設を運営しています。 

一方、建物は築４０年以上が経過し、老朽化が進んでいること、高齢化や人口減少に

伴い患者数が減少し、安定的な経営が困難になっていること等が課題となっています。 

このような中、将来にわたって安心・安全な医療を提供していくため、地方独立行政

法人京都市立病院機構第４期中期目標・中期計画に「京北病院が果たす機能の在り方の

検討」について掲げ、その検討を進めています。 

令和５年度は、地方独立行政法人京都市立病院機構との連携のもと、京北地域の将来

的な人口予想や、地域における医療・介護ニーズの調査・分析を行い、その結果を踏ま

えた今後の在り方について、庁内で議論を重ね、複数案のとりまとめを行いました。 

令和６年度は、地元関係者をはじめ、医療・介護関係者や学識経験者をメンバーとし

た「京北病院が果たす機能の在り方検討会」を４回開催し、以下の在り方方針案が示さ

れています。 

① 入院：京北地域唯一の病院として、入院診療機能を維持（３８床全床を地域急性

期に転換） 

② 外来：現状の外来診療をベースに、柔軟に対応 

③ 訪問診療・訪問看護：京北地域のニーズに応えるため、訪問診療及び訪問看護を

継続 

④ 診療所：通院手段や訪問診療等を確保し、京北病院に診療機能を集約化 

⑤ 介護老人保健施設：医療機能に特化し、地域の介護施設等との連携強化 

⑥ 通所リハビリテーション：住み慣れた京北地域での生活を支援 

 

つきましては、上記検討会で取りまとめられた方針案等について御審議のうえ、答申

賜りますよう、諮問いたします。 

 

【諮問事項】 

⑴ 京北病院が果たす機能の在り方検討会が取りまとめた方針案について 
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⑵ 京北地域の介護施設等との連携・役割分担について 

⑶ 診療機能の集約化に向けた取組について 

⑷ その他、上記以外に検討すべき重要な事項 

 

京都市長 松 井 孝 治 

 


